
 
 

 

千曲市告示第１２７号 

  

千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱及び千曲市介護保険居宅介護

（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱の一部を改正する告示を

次のように定める。 

  

  

令和７年１１月４日 

  

  

千曲市長 小 川 修 一 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱及び千曲市介護保険居宅

介護（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施要綱の一部を改正

する告示 

 

（千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱の一部改正） 

第１条 千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱（平成16年千曲市告示第

15号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

様式第３号を次のように改める。 

 



 
 

 
 

様式第７号から様式第９号までを次のように改める。 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

（千曲市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施

要綱の一部改正） 

第２条 千曲市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払

実施要綱（令和６年千曲市告示第51号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「要介護者等」の次に「（以下「受給者」という。）」を加える。 

第４条を次のように改める。 

（受領委任払の申請） 

第４条 受領委任払を利用しようとする事業者（以下「受領委任事業者」という。）は、

次の表の左欄に掲げる費用に応じ、それぞれ右欄の申請書を市長に提出しなければな

らない。 

費用 申請書 

居宅介護福祉用具購入費 

居宅支援福祉用具購入費 

 

介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購

入費支給申請書（受領委任払用）（様式第

１号） 

居宅介護住宅改修費 

居宅支援住宅改修費 

介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修支

給事前申請書（受領委任払用）（様式第１

号の２） 

２ 受領委任払の申請は、あらかじめ受給者の委任を受けた上で行わなければならない。 

  第５条中「承認申請書」を「申請書」に、「申請者」を「受領委任事業者」に改める。 

  第６条第１項第１号及び第２号中「申請者」を「受給者」に改め、同項第1号中「事業

者」を「受領委任事業者」に改める。 

第６条第２項中「申請者」を「受領委任事業者」に改める。 

  様式第１号を次のように改める。 



 
 

 
 



 
 

                   

 様式第１号の次に次の様式を加える。 

 

 



 
 

 
 
 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和７年11月４日から施行する。 

 （千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱の一部改正に伴う経過措置） 

２ この告示の施行の際現に千曲市介護保険料滞納に係る保険給付制限に関する要綱の規

定に基づき作成されている用紙については、この告示の規定にかかわらず、当分の間、

使用することができる。 

 （千曲市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払実施

要綱の一部改正に伴う経過措置） 

３ この告示の施行の際現に千曲市介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費及び住

宅改修費受領委任払実施要綱の規定に基づき作成されている用紙については、この告示

の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


